
石巻市監査委員公告第２号 

 

 平成２４年５月２日付け石巻市監査委員公告第１号で公表した例月現金出納検査（平成

２３年１２月分）の結果報告に係る石巻市長からの措置を講じた旨の通知について、次の

とおり公表する。 
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石 都 計 第 ３ ５ 号 

平成２４年４月２４日 

 

 

石 巻 市 監 査 委 員 殿 

                        

                         石巻市長 亀 山   紘 

 

例月現金出納検査結果に係る措置について（通知） 

 平成２４年３月２７日付け石監第１号で指摘された事項について、次のとおり措置を講

じたので通知します。 

 

検 査 結 果 （ 指 摘 事 項 ） 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況  

(1) 都市計画課  

【土地取得特別会計の歳入歳出予算執行時

期について】 

 土地取得特別会計は、地方公共団体が行

う各種事業に必要となる用地を円滑に確保

するため、先行取得を行う際に将来なされ

る一般会計等の事業費での本格的な買取に

備えて、経理の明確化を図る必要性から設

置されている特別会計である。 

 したがって、その設置目的から判断して

も理解できるように、用地先行取得事業に

際して必要となる歳出については、少なく

ても歳出する日までに歳入を確保しておく

必要性があり、会計管理者の権限により、

一時的に他の会計から資金を流用して歳出

に充当してならないことは言うまでもない

ことである。 

 つまり、一般会計等で本格的な買取をす

るまでの間の、いわゆる「つなぎ期間」に

おいては、土地取得特別会計の歳出に合わ

せて、その都度一般会計等からの繰入を処

理すべきであり、歳出に際して一般会計等

からの繰入金が確保されていない状況は、

あってはならないことである。 

 このことについては、既に平成 21 年 5 月

 

 ご指摘のありました土地取得特別会計の

予算執行時期についての改善方法といたし

まして、本会計の予算執行については、一

般会計からの繰出金の支出処理も伴うこと

から、歳入歳出の不足が生じないよう収支

の状況を確認し、一体的な事務手続きを行

うよう適切に処理して参りたいと考えてお

ります。 

 本件の再発防止措置といたしましては、

担当職員のみならず、管理職員も含め各種

法令に基づく基本的な事務処理方法の確

認・研修など、職員一人一人の職務遂行能

力の向上に努めるとともに、課内の審査機

能の強化を図ることにより、再発防止を行

うことといたします。 

 なお、１月の例月監査時における土地取

得特別会計の歳入不足額は、２９，１９２，

３４３円となっておりましたが、平成２４

年３月１６日に繰入処理を行い、歳入不足

額はない状況となっております。 

 



 

  

分の例月現金出納検査結果の提出に際して

も指摘し、改善を強く求めていたところで

あるが、今回また再び、同様の不適切な事

務を執行していたことは誠に遺憾であり、

土地取得特別会計の存在を、ないがしろに

するものと言わざるを得ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 


